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通勤手当の認定について

Ⅰ 通勤手当

交通機関利用者に対する通勤手当：定期券の価額で支給（６箇月定期を基本）

交通用具利用者に対する通勤手当：利用距離に応じた額（１箇月単位）

Ⅱ 通勤手当の支給・改定手続

手当受給事由等の発生

（例）採用、転居等

【職員】 校長へ通勤届提出

【事務担当者】支給要件等の確認

・受理日を記入又は受付印の押印

・チェックリスト等による記載内容の確認

・支給額、支給単位期間等を記入

・取扱者欄に押印

【教頭】 支給要件等の確認

・チェックリスト等による記載内容の確認

・取扱者欄に押印

【校長】 支給要件等の確認、決定

・チェックリスト等による記載内容の確認、支給の決定

・支給・改正年月日、職名、氏名を記入、押印

【事務担当者】電算入力帳票（給与基本事項通知書（その２）「C#11」）

（給与支給額調整通知書「C#21」） の作成

・支給の始期、交通機関の負担額及び交通用具の距離等を確認し作成

・教育事務所へ提出

【事務担当者】手当支給（給与明細にて事後確認）

【校長・教頭・事務担当者】随時確認



2

○ 改定時は必要に応じて既支給分の返納を行う

【事務担当者】電算入力帳票（給与支給額調整通知書「C#22」）の作成

・返納額を確認し作成

・教育事務所へ提出

・通勤届の整備

【事務担当者】手当支給（給与明細にて事後確認）

Ⅲ 通勤手当の支給終了手続（支給対象外となる場合）

手当支給終了事由の発生

（例）異動、転居等

【職員】 校長へ通勤届提出

【事務担当者】通勤届の確認、事務担当者記載欄の記入

・受理日を記入又は受付印の押印

・記載内容の確認

・改定時期等を記入

・取扱者欄に押印

【教頭】 内容等の確認

・記載内容の確認

・取扱者欄に押印

【校長】 内容等の確認、決定

・終了の決定

○ 終了時は必要に応じて既支給分の返納を行う

【事務担当者】電算入力帳票（給与基本事項通知書（その２）「C#11」）

（給与支給額調整通知書「C#22」） の作成

・返納額を確認し作成

・教育事務所へ提出

・通勤届の整備

【事務担当者】手当支給終了（給与明細にて事後確認）



3

Ⅳ その他

① 通勤届のチェックポイントをまとめた「通勤届チェックリスト」を参考資料として配布

しているので、事務の参考にしてください。

② 通勤届の様式については、各教育事務所で配布しているほか、「兵庫県公立学校教職員

給与関係ファイル集」に掲載しているので、適宜ダウンロードし利用して下さい。

③ 認定事務に際して疑義が生じた場合は、教育事務所の相談窓口へ問い合わせてください。
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通 勤 手 当

１ 支給対象者

（１）通勤距離が片道２キロメートル以上の者で、通勤のために交通機関等を利用し、かつ、

その運賃等を負担することを常例とする職員

（２）通勤距離が片道２キロメートル以上の者で、通勤のために自動車等を利用することを常

例とする職員

（３）通勤距離が片道２キロメートル以上の者で、通勤のために交通機関等を利用するほか、

あわせて自動車等を使用することを常例とする職員

（４）通勤距離が片道２キロメートル未満の者のうち、次に掲げる場合のいずれかの事由によ

り交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難なもの

で特に承認のあったもの

① 住居又は在勤庁のいずれかが離島等にある場合

② 眼又は下肢等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

２ 届出事由

職員が次のいずれかに該当した場合

① 新たに職員となった場合

② 在勤庁を異にした場合

③ 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更した場合

④ 通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

⑤ 支給対象者でなくなった場合

３ 届出内容の確認等

（１）２による届出があった場合は、その届出に係る事実を定期券等の提示を受けて確認する

とともに、その事実を把握しておかなければならない。また、交通用具についても、適宜

の方法により確認しておくこと
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（２）職員が次のいずれかに該当した場合は、その事由及び発生年月日を通勤届に明記してお

くものとする

① 退職又は死亡した場合

② 在勤庁を異にした場合

③ 停職及び休職となった場合

④ 復職又は復務した場合

４ 支給単位期間

（１）通勤手当の支給の単位となる期間

【基本的な支給単位期間】

定 期 券 発行される定期券の最長通用期間（６箇月を限度）

交通機関等 回数券等

（プリペイドカ

ード含む）

１箇月（定期券が発行されていない場合）

交通用具 １箇月

【２以上の交通機関を利用する場合の支給単位期間】

１箇月当たりの運賃等相当額が

55,000円以下

交通機関等及び交通用具ごとにそれぞれの支給単

位期間（基本どおり）

１箇月当たりの運賃等相当額が

55,000円超

交通機関等及び交通用具の支給単位期間のうち最

長の支給単位期間

（２以上の交通機関等を利用し、１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円超の例） 
利用の内訳 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

Ｊ Ｒ ６箇月定期

バ ス ３箇月定期

自動車 １箇月

支給単位期間（６箇月）

※ １箇月当たりの手当額×６箇月分を支給
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（２）支給単位期間の特例

支給単位期間の開始前に次に掲げるいずれかの事由が生ずることが明かな場合は、（１）

に関わらず、手当額が最も低廉となる支給単位期間を定めることができる

① 退職その他の離職をすること

② 長期間の研修等のために旅行をすること

③ 勤務場所を異にする異動又は在学する学校等の移転に伴い通勤経路又は通学方法に

変更があること

④ 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること

（３）支給単位期間の開始

支給単位期間は次に該当する日から開始する

① 通勤手当の支給の対象となる事実の生じた日

② 通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日

③ 休職、派遣、育児休業、停職、出張、休暇、欠勤その他の事由により（これらが連続

する場合を含む。）１箇月以上通勤しないこととなった場合には、その後復職、復帰又

は再び通勤することとなった日

④ ①から③により開始された支給単位期間が満了した日の翌日

⑤ 新たに通勤手当の支給開始又は増額改定する場合で、届出が事実の生じた日から15

日を経過した後において行われたときは届出を決定権者が受理した日

（４）支給単位期間の調整（臨時的任用職員は「10 臨時的任用職員の取扱い参照」）

① 交通機関利用者で支給単位期間が４月１日又は1O月１日以外の日から開始する場合

は、支給単位期間の終了日を９月30日又は３月31日に調整する

（例） 5/29 10/1 3/31

支給単位期間 ４箇月２日（5/29～9/30） ６箇月（10/1～3/31）

支給額 ３箇月定期＋１箇月定期＋回数券 ６箇月定期

② 交通用具利用者で支給単位期間が月の初日以外の日から開始する場合は、支給単位期

間の終了日を当該月の月末として調整する

（例） 5/29 6/1 6/30

支給単位期間 ３日（5/29～5/31） １箇月（6/1～6/30）

支給額 日割り １箇月手当額

※ 回数券、日割りによる支給を行う場合の支給額の計算方法は「５ 支給額（７）支給

単位期間が１箇月未満となる場合」を参照
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（５）支給単位期間の終了

支給単位期間は返納が行われた場合には、その返納事由が生じた日の前日をもって終了

する

（６）臨時的任用職員の取扱い

① 任用期間の満了日を考慮して（１）にかかわらず、手当額が最も低廉となる支給単位

期間を定める（詳細は「10 臨時的任用職員の取扱い」参照）ことができる

② 任用期間の満了後再び任用された者のうち、満了した任用期間にかかる通勤手当の返

納を行わなかった場合は、当該通勤手当の支給単位期間が満了した日の翌日から支給を

開始する

５ 支給額

（１）交通用具

① 自動車等（支給単位期間１箇月当たり）

通勤距離片道 支給額 通勤距離片道 支給額

２㎞以上６㎞未満 4,100円 58㎞以上62㎞未満 33,800円

６㎞以上10㎞未満 4,900円 62㎞以上66㎞未満 36,200円

10㎞以上14㎞未満 6,700円 66㎞以上70㎞未満 38,600円

14㎞以上18㎞未満 8,900円 70㎞以上74㎞未満 41,000円

18㎞以上22㎞未満 11,300円 74㎞以上78㎞未満 43,400円

22㎞以上26㎞未満 13,700円 78㎞以上82㎞未満 45,800円

26㎞以上30㎞未満 15,800円 82㎞以上86㎞未満 47,000円

30㎞以上34㎞未満 17,800円 86㎞以上90㎞未満 48,200円

34㎞以上38㎞未満 19,800円 90㎞以上94㎞未満 49,400円

38㎞以上42㎞未満 21,900円 94㎞以上98㎞未満 50,600円

42㎞以上46㎞未満 24,200円 98㎞以上102㎞未満 51,800円

46㎞以上50㎞未満 26,600円 102㎞以上106㎞未満 53,000円

50㎞以上54㎞未満 29,000円 106㎞以上110㎞未満 54,200円

54㎞以上58㎞未満 31,400円 110㎞以上 55,000円
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② 自転車（支給単位期間１箇月当たり）

通勤距離片道 支給額 通勤距離片道 支給額

２㎞以上５㎞未満 2,000円 20㎞以上25㎞未満 11,300円

５㎞以上10㎞未満 4,100円 25㎞以上30㎞未満 13,700円

10㎞以上15㎞未満 6,500円 30㎞以上 16,100円

15㎞以上20㎞未満 8,900円

（２）交通機関等

１箇月当たりの運賃等相当額
区 分

55,000円以下 55,000円超63,000円以下 63,000円超

定期券
支給単位期間の定期券

の価額

回数券等

通勤回数21回分（往復42

回分）の運賃等の額

※ １円未満の端数があ

るときは切り捨て

１箇月当たりの手当額

に支給単位期間の月数

を乗じて得た額

※ ２以上の交通機関利

用の場合は最長の支給

単位期間

59,000円に支給単位期

間の月数を乗じて得た

額

※ ２以上の交通機関利

用の場合は最長の支給

単位期間

※ １箇月当たりの運賃等相当額

支給単位期間の定期券の価額

支給単位期間の月数
＋

通勤回数21回分の回数券の価額

（回数券等での支給がある場合）

※ １箇月当たりの手当額（１円未満の端数があるときは切り捨て）

55,000円＋（１箇月当たりの運賃等相当額－55,000円）×1/2

（３）交通用具と交通機関等の併用者

① 交通機関等の利用距離１㎞以上で、自動車等の使用距離２㎞以上の者（自動車等の使

用距離が２㎞未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難な者

を含む）

１箇月当たりの運賃等相当額＋交通用具の額
区 分

55,000円以下 55,000円超63,000円以下 63,000円超

定期券

回数券等

自動車

の合計

支給単位期間に応じた

交通機関の手当額と交

通用具の手当額をそれ

ぞれ支給

１箇月当たりの手当額

に最長の支給単位期間

の月数を乗じて得た額

59,000円に最長の支給

単位期間の月数を乗じ

て得た額

※ １箇月当たりの手当額（１円未満の端数があるときは切り捨て）

55,000円＋（１箇月当たりの運賃等相当額＋交通用具の額－55,000円）×1/2
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② 交通機関等の利用距離１㎞未満で、自動車等の使用距離２㎞以上の者

交通機関の１箇月当たりの運賃等相当額と交通用具の額を比較

区 分 交通機関の１箇月当たりの運賃等相

当額の方が高い場合
交通用具の額の方が高い場合

支給額
支給単位期間に応じた交通機関の手

当額
交通用具の額

③ 交通機関等を利用し、自動車等の使用距離２㎞未満の者（①に該当する者を除く）

支給単位期間に応じた交通機関の手当額

ただし、手当額が4,100円（自転車は2,000円）に満たない場合は、4,100円（自転車

は2,000円）

（４）身体障害者等

１ 支給対象者（４）に該当する者については、通勤距離を２㎞以上とみなした場合に

該当することとなる（１）～（３）のいずれかの方法により算出される額とする

（５）再任用短時間勤務職員等

① 交通用具

（１）のとおり

ただし、平均１箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、（１）

の額に100分の50を乗じて得た額を減じた額

② 交通機関等

平均１箇月当たりの通勤所要回数（年間を通じて通勤に要することとなる回数を12

で除した数。１位未満は切上げ）分の回数券等による運賃等の額

ただし、この額よりも定期券の価額を支給単位期問の月数で除して得た額の方が低廉

な場合は定期券による

（６）明石海峡大橋、大鳴門橋を利用する場合

交通機関を利用して通勤するため、明石海峡大橋或いは大鳴門橋を利用し、その運賃を

負担することを常例とする者（１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下となる者を除

く）の通勤手当額は、橋利用に係る運賃に、橋利用に係る運賃を除いた場合の手当額を加

算した額を支給する

※ １箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下となる者は、橋利用に係る運賃を含む運

賃により上記（２）又は（３）により手当額を算出する
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【橋利用に係る運賃額】

支給単位期間
区 分

１箇月 ３箇月 ６箇月
左の対象区間

明石海峡大橋 15,600円 44,460円 84,240円 高速舞子～淡路IC

大鳴門橋 13,745円 － － 淡路島南IC～鳴門公園口

※ 大鳴門橋は回数券（通勤回数21回分）による額

【橋利用にかかる通勤手当（明石海峡大橋利用の場合）】

バスの定期券の価額

（６箇月）
－

高速舞子～淡路ICの定

期券の価額（６箇月）
＋

高速舞子～淡路ICの定

期券の価額（６箇月）

交通機関利用の通勤手当（支給限度額：月59,000円） 橋利用の通勤手当

（７）支給単位期間が１箇月未満となる場合

支給単位期間の特例により、１箇月未満の期間が生じた場合は日割りにより支給する。

ただし、交通機関の場合は、１箇月定期券と回数券等の日割りによる額を比較し、低廉な

方による

日割りによる支給額＝

・通勤回数 21回分の回数券等の価額

・交通用具の額

※１箇月当たりの手当額が 55,000 円
を超える時は当該額

×
要勤務日数(21 を上限)

２１

※ 交通機関の場合は、定期券と回数券等の日割りによる額を比較し、低廉な方による

６ 支給方法等

（１）支給日

① 通勤手当は支給単位期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する

（例） ・交通用具利用者

→ 支給単位期間：毎月１日から末日まで

4/1 5/1 5/31

支給単位期間 １箇月（4/1～4/30） １箇月（5/1～5/31）

支 給 時 期 ４月 ５月
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（例） ・交通機関利用者

→ 支給単位期間：４月１日から９月30日、10月１日から３月31日

4/1 10/1 3/31

支給単位期間 ６箇月（4/1～9/30） ６箇月（10/1～3/31）

支 給 時 期 ４月 10月

② 通勤の実情が確認できないこと、給料の支給日後に支給要件が具備されることとなっ

たこと等の理由により支給できないときは、①に関わらず、翌月の給料の支給日に支給

することができる

（例） ・交通用具利用者（４月１日採用、４月12日届出・認定）

→ 支給単位期間：４月１日から４月30日、５月１日から５月31日

４月の給料の支給には間に合わないため５月に支給

4/1 5/1 5/31

支給単位期間 １箇月（4/1～4/30） １箇月（5/1～5/31）

支 給 時 期 ５月 ５月

（２）届出が遅れた場合の取扱い

① 新たに通勤手当の支給開始、又は増額改定する場合で、その届出が事実の生じた日か

ら15日を経過した後において行われたときは、届出を決定権者が受理した日から支給開

始又は増額改定（届出を決定権者が受理した日から支給単位期間が開始）

（例） ・５月５日に新たに要件具備 → ６月１日に届出（交通用具利用者）

・支給単位期間：届出の受理日から開始（６月１日から６月30日）

5/5 6/1 6/30

支給単位期間 １箇月（6/1～6/30）

支 給 時 期 ６月

※ 事務処理が間に合わない場合は７月に支給

② 減額改定する場合で、その届出が事実の生じた日から15日を経過した後において行わ

れた場合は事実の生じた日から減額改定
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（例） ・５月５日に転居 → ６月１日に届出（交通用具利用者）

・改定前の支給単位期間：５月１日から５月31日

・改定後の支給単位期間：５月６日から５月31日

5/6 6/1 6/30

支給単位期間 26日（5/6～5/31） １箇月（6/1～6/30）

支 給 時 期 ６月 ６月

※ 事務処理が間に合わない場合は７月に支給

※ 改定時は必要に応じて、既支給分の返納を行う 

（３）運賃改定が行われた場合

① 支給単位期間に対応する定期券の通用期間中に運賃の改正が行われた場合は、当該支

給単位期間が満了した日の翌日から支給額を改定する。

（例） 
4/1 10/1 3/31

支給単位期間 ６箇月 ６箇月

② ２以上の交通機関を利用する者で１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円超63,O00

円未満の場合であって、未使用の定期券がある交通機関の運賃の改正が行われたときは、

改正された交通機関に係る定期券の改正日を含んだ通用期間が満了する日の翌日

（例） 
4/1 9/30

支給単位期間 ６箇月

交 通 機 関 Ａ ６箇月定期

交 通 機 関 Ｂ ３箇月定期 ３箇月定期

4/1 7/1 9/30

支給単位期間 ３箇月

交 通 機 関 Ａ ３箇月定期

交 通 機 関 Ｂ ３箇月定期

※ 改定時は必要に応じて、既支給分の返納を行う

※ 改定後の支給単位期間は支給単位期間の特例により９月30日
までに調整

運賃改正日 手当額改定日

運賃改正日

手当額改定日
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（４）支給できない場合

① 職員が返納事由に該当し通勤手当を返納した場合には、再び支給単位期間が開始され

るまでの間の通勤手当は支給しない

② 職員が出張、休暇、欠勤等の事由により支給単位期間の初日から１箇月以上通勤しな

いこととなる場合には、通勤手当は支給しない

７ 返納

（１）返納事由及び返納事由が生じた日

返納事由 返納事由発生日

① 離職又は死亡 離職又は死亡した日の翌日

② 支給の対象となる要件を欠いた場合 要件欠如の日 
③ 通勤経路若しくは通勤方法を変更、又は運

賃等の額に変更があったことによる通勤手当

額の改定

手当の額が改定される日

④ １箇月以上の休職、派遣、育児休業、停職、

出張、休暇、欠勤等（これらが連続する場合

を含む） 

通勤しないこととなる日

⑤ ④の場合で通勤しないこととなる日の前日

において、１箇月以上通勤しないこととなる

ことが予見しがたい場合

通勤しないこととなる日から１箇

月を経過した日の翌日

※ 支給単位期間の開始前に返納事由が生ずることが明かな場合は、支給単位期間の特

例（Ｐ６参照）による

（２）返納額

① 交通用具

１箇月当たりの通勤手当額の日割額

※ 手当額改定の場合において、改定前後の手当額が同額となる場合は返納すること

を要しない

『日割りによる返納額』

（21－返納事由の生じた日の前日までの要勤務日数）
１箇月当たりの手当額 ×

21 

※ 交通機関の場合の「日割りによる返納額」も同様の計算式を用いる

※ 再任用短時間勤務職員等については、「21」を平均１箇月当たりの通勤所要回数

とする。
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② 交通機関等

【１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下の場合】

定期券
返納事由の生じた日の前日に定期券の払い戻しをしたものとして得ら

れる額

回数券等
「21 － 返納事由の生じた日の前日までの要勤務日数」 分の回数券

の払戻しをしたものとして得られる額

※ 変更のあった交通機関のみが返納の対象

【１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超える場合】

定期券

（定期券と回

数券等の併用

者を含む） 

次のうちのいずれか低い額 
① 返納事由の生じた日の前日に定期券等の払い戻しをしたものとし

て得られる額

※ 使用の始期が到来していない定期券がある場合は、その価額を加算

② 「１箇月当たりの通勤手当相当額 × 返納事由の生じた日以後の

支給単位期間の残月数（１箇月未満の端数は切り捨てる）」 により

得られる額

※ 払戻しが日単位で受けられる定期券等のみを使用する場合は、１箇

月未満の期間における１箇月当たりの通勤手当額の日割りによる返納

額を加算

回数券等

次のうちのいずれか低い額 
① 「21 － 返納事由の生じた日の前日までの要勤務日数」 分の回

数券等の払戻しをしたものとして得られる額

② １箇月当たりの通勤手当額の日割りによる返納額

※ 変更ない交通機関も含め、全てが返納の対象

③ 交通用具と交通機関等の併用者

【１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下の場合】

上記①及び②（１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下の場合）の合計額

※ 変更のあった交通機関等のみが返納の対象
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【１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超える場合】

交通用具

＋

定期券

又は

回数券等

（定期券と回

数券等の併用

者を含む） 

次のうちのいずれか低い額 
① 返納事由の生じた日の前日に定期券等の払い戻しをしたものとし

て得られる額及び返納事由が生じた日以後の交通用具の通勤手当相

当額の合計額

※ 使用の始期が到来していない定期券がある場合は、その価額を加算

② 「１月当たりの通勤手当相当額 × 返納事由の生じた日以後の支

給単位期間の残月数（１箇月未満の端数は切り捨てる）」 により得

られる額

※ 払戻しが日単位で受けられる定期券等のみを使用する場合は、１箇

月未満の期間における１箇月当たりの通勤手当額の日割りによる返納

額を加算

※ 変更のない交通機関等も含め、全てが返納の対象

④ 明石海峡大橋、大鳴門橋を利用する場合

【１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下の場合】

上記①～③（１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下の場合）による額

※ 変更のあった部分のみが返納の対象

【１箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超える場合】

交通用具

＋

定期券

又は

回数券等

（定期券と回

数券等の併用

者を含む） 

次のうちのいずれか低い額 
① 返納事由の生じた日の前日に定期券等の払い戻しをしたものとし

て得られる額及び返納事由が生じた日以後の交通用具の通勤手当相

当額の合計額

※ 使用の始期が到来していない定期券がある場合は、その価額を加算

② 返納事由の生じた日の前日に橋利用に係る運賃額の定期券等の払

戻しをしたものとして得られる額及び「１月当たりの通勤手当相当額

（橋利用に係る通勤手当額を除く）× 返納事由の生じた日以後の支

給単位期間の残月数（１箇月未満の端数は切り捨てる）」 により得

られる額の合計額

※ 払戻しが日単位で受けられる定期券等のみを使用する場合は、１箇

月未満の期間における１箇月当たりの通勤手当額（橋利用に係る通勤

手当額を除く）の日割りによる返納額を加算

※ 変更のない交通機関等も含め、全てが返納の対象
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（３）返納を要しない場合

① 離職日において、支給単位期間が満了するまでの間に新たに職員となることが明らか

である場合には、返納をさせないことができる

② 返納額が０円となる場合（返納事由発生日が当該支給単位期間の満了する日の属する

月であること等により、定期券の払戻金が生じない場合）には、返納を行わない

８ 通勤経路等

（１）通勤経路及び方法

① 原則として職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち、職員が通常利用する経路と

する。ただし、運賃等の額、通勤時間等の事情に照らし、社会通念上最も経済的かつ合

理的な他の経路及び方法がある場合は、この限りでない

② 通勤経路及び方法は、往路と帰路は同一でなければならない。ただし、一方通行の区

間のある場合又は正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由

により特に承認があったものは、この限りでない

（２）通勤距離

① 職員の住居の玄関から在勤庁の玄関までの距離をいう

② 在勤庁の玄関が２以上ある場合は、職員が通常利用する玄関とする

③ 一般に通勤のため利用する経路で、（１）①による経路の長さによる

④ 経路の長さの測定は、次により行うものとする

ア 交通機関等にかかる経路

その交通機関等の事業者の調べに係る路線の長さによるものとする

イ その他の経路

原則として実測によるが、便宜上、国土交通省国土地理院発行の地形図等について、

キルビメーター若しくは地形図等に基づく電子地図で、２点間の距離を経路に沿って

測定できるものを用いる方法により計測することができるものとする

ただし、この測定方法にあたっては、在勤庁の最寄りの駅等から在勤庁までの距離

を実測しておく等の方法により校内の統一を計ること



17

『電子地図による通勤距離の測定について』

１ 使用可能とする検索サイト

ＮＡＶＩＴＩＭＥ（ナビタイム） http://www.navitime.co.jp/

２ 測定の取扱い

(1) 自動車その他の原動機付きの交通用具による経路

検索サイトの「車ルート」検索を利用するものとする

(2) 自転車及び徒歩による経路

検索サイトの「自転車ルート」検索を利用するものとする

(3) 検索サイトによる測定結果と職員の申し出による距離が異なる場合は、検索サ

イトによる測定結果を優先することとするが、手当額に影響する場合は、実測に

よるものとする

９ 随時確認

支給要件の有無、支給額の適否について随時確認を行う（通常、年１回） 
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10 臨時的任用職員の取扱い

（１）支給単位期間

① 現に発令されている任用期間の範囲内で支給単位期間を設定することを基本とする

※ 交通機関の場合は、任用期間の範囲内の最長通用期間の定期券となる

② ただし、任用期間を超える期間の定期券による方が合理的である場合は、任用期間を

超える期間で支給単位期間を設定することができる

③ 支給単位期間が１箇月未満となる期間については、日割計算の方法による

※ 交通機関の場合は、日割りと１箇月定期券と比較し、低廉な方による

【例】 
○ 交通用具

任用期間 支給単位期間 支 給 額

24.4.6 ～

24.5.18

24.4.6 ～
24.5.5

24.5.6 ～
24.5.18

・4/6～5/5 １箇月

・5/6～5/18 日割

○ 交通機関

任用期間 支給単位期間 支 給 額

24.4.6 ～

24.5.18

24.4.6 ～
24.5.5

24.5.6 ～
24.5.18

・4/6～5/5 １箇月定期

・5/6～5/18 日割

※ 5/6～5/18は１箇月定期券よりも日割りの方が低廉とする

任用期間 支給単位期間 支 給 額

24.4.6 ～

24.9.18

24.4.6 ～

24.10.5

・4/6～7/5 ３箇月定期

・7/6～8/5 １箇月定期

・8/6～9/5 １箇月定期

・9/6～9/18 日割

＞ ６箇月定期の額

→ ６箇月定期で支給

（２）支給単位期間の調整

下記の場合については、（１）に関わらず下記により支給単位期間を定める

ただし、日割りによる支給回数が増える場合は、支給単位期間の調整を行わない

① 交通機関利用の場合

３月末（3/30又は3/31に限る）までの任用が見込まれる者について、支給単位期間の

開始日が９月30日以前の場合は、当該開始日から９月30日までを調整期間とし、最も低

廉となる手当額を一括支給する

また、以降の支給単位期間については、10月１日から３月末までとし、６箇月定期券

の価額により支給する
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（例） 任用期間：4/2～3/31（本定員）

７月27日転居（転居後の支給単位期間の開始日：７月28日）

7/28 8/28 9/28 10/1 3/31

支給単位期間 ２箇月３日（7/28～9/30） ６箇月（10/1～3/31）

支 給 時 期 ８月 10月
支 給 額 １箇月定期券＋１箇月定期券＋回数券等 ６箇月定期券

※ 9/28～9/30は週休日なしとし、回数券等による支給額が低廉となる場合とする

② 交通用具利用の場合

月末で任用が終了することが見込まれる者について、支給単位期間の開始日が月の中

途の場合は、当該支給開始日から最初の月末までを調整期間とし、日割りにより支給す

る

また、以降の支給単位期間については月の初日から末日までとし、１箇月の手当額を

支給する。

（例） 任用期間：5/20～7/31（病休代替）

5/20 6/1 7/1 7/31

支給単位期間 ８日（5/20～5/31） １箇月（6/1～6/30） １箇月（7/1～7/31）

支 給 時 期 ６月 ６月 ７月 
支 給 額 日割り １箇月手当額 １箇月手当額

※ 5/20～5/31の週休日は４日とする

③ 交通機関及び交通用具の併用の場合

○ １箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下の場合

交通機関及び交通用具のそれぞれの方法により調整を行う。

○ １箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超える場合

交通機関の方法により行う。

※ 交通機関と交通用具の１箇月当たりの運賃等相当額を合算して支給額を算出することか

ら、同一の支給単位期間にする必要がある。
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【臨時的任用職員の任用期間に応じた支給額（交通機関）】

任 用 期 間 支 給 額

・６箇月定期

・６箇月定期

・３箇月定期＋１箇月定期＋１箇月定期＋日割
低廉となる方

・６箇月定期

・３箇月定期＋１箇月定期＋１箇月定期
低廉となる方

・３箇月定期＋１箇月定期＋日割

※ 日割よりも１箇月定期の方が低廉な場合は１箇月定期による

・３箇月定期＋１箇月定期

・３箇月定期＋日割

※ 日割よりも１箇月定期の方が低廉な場合は１箇月定期による

・３箇月定期

・３箇月定期

・１箇月定期＋１箇月定期＋日割
低廉となる方

・３箇月定期

・１箇月定期＋１箇月定期
低廉となる方

・１箇月定期＋日割

※ 日割よりも１箇月定期の方が低廉な場合は１箇月定期による

・１箇月定期

・日割

※ 日割よりも１箇月定期の方が低廉な場合は１箇月定期による

※ 支給単位期間の特例を適用する場合は、調整後の支給単位期間を任用期間と見なす

６箇月

４箇月～５箇月

３箇月～４箇月

４箇月

３箇月

５箇月～６箇月

５箇月

１箇月～２箇月

１箇月

１箇月未満

２箇月～３箇月

２箇月
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【参考】 用語の定義

［交通機関］

鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶、その他これらに類する施設で運賃を徴して交通

の用に供するもの

［有料の道路］

法令の規定により通行又は利用について料金を徴収する道路（トンネル、橋等の施設で道

路と一体となってその効用を全うするものを含む）

［交通機関等］

交通機関及び有料の道路

［自動車等］

自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車で国又は地方公共団体の所有に属するも

のを除き、全て私有のものに限る

［通勤］

職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁（分校、分校舎その他これらに類するものに勤

務する職員については、それらをもって在勤庁とする。）との間を往復することをいい、本

校及び分校間等の往復等は含まないものとする

［身体障害のため歩行することが著しく困難な職員］

地方公務員災害補償法施行規則（昭和42年自治省令第27号）別表に掲げる身体障害に属す

る程度の障害を有する職員
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通勤手当に係る新幹線鉄道等の特別料金等の加算措置について

１ 支給要件

（１）新幹線等加算は次の①から⑤までの全てを満たす職員に支給する

① 異動等（学校等を異にする異動又は在勤する学校等の移転）に伴い、所在する地域を

異にする学校等に在勤することとなったことにより

② 通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で

③ 当該異動等の直前の住居からの通勤のため

④ 新幹線鉄道等（新幹線鉄道等の特急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等）の

利用による通勤事情の改善が相当程度であると認められるものを利用し

⑤ その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

（２）通勤の実情に変更が生ずることとなった職員の取扱い

通常の通勤の経路及び方法による場合には、異動等の前の通勤時間より長時間の通勤時

間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、次のいずれかの要件を満た

す職員

① 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合の通勤距離が60㎞以上

② 新幹線鉄道等（高速自動車国道等の有料の道路を除く）を利用する場合

新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合の通勤時間がおおむね90分以

上である職員

③ 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合

ア 有料の道路を利用せずに通勤するものとした場合の通勤時間がおおむね90分以上

である職員

イ これに相当する程度に通勤が困難である職員（あらかじめ教育事務所へ協議が必

要）

※ 通勤時間は交通機関等を利用した場合の時間によることも可とする

（３）当該異動等の直前の住居の取扱い

① 異動等以後に転居する場合、新幹線鉄道等の経路に変更が生じないときの当該転居後

の住居を含む

② 異動等の直前の勤務における職務の遂行上居住地に制約を受けざるを得ない職員が、

当該異動又は学校等の移転に伴い、居住地に制約を受ける直前の住居地に転居した場合

における当該転居後の住居その他これに類する住居（あらかじめ教育事務所へ協議が必

要）
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（４）通勤事情の改善の取扱い

通勤事情の改善は次に掲げる場合に応じて、それぞれいずれかの要件を満たす場合とす

る

① 新幹線鉄道等（高速自動車国道等の有料の道路を除く。）を利用する場合

ア その利用により通勤時間が30分以上短縮されること

イ その利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するもの（あらかじめ教育事

務所へ協議が必要）

② 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合

ア その利用により通勤時間が30分以上短縮されること

イ その利用により距離の短縮及び職員の通勤に係る交通事情に照らしてその利用に

より得られる通勤事情の改善がこれに相当するもの（あらかじめ教育事務所へ協議が

必要）

（５）その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものの取扱い

新幹線鉄道等の利用は通勤の往復について、毎出勤日利用する職員であること

２ 均衡職員

次に掲げる職員については、支給要件を満たす職員として取り扱う

（１）他の本県職員から引き続いて職員となったことに伴い、１（１）②～⑤の要件を満たす

職員

（２）任命権者の要請により採用されたことに伴い、１（１）②～⑤の要件を満たす職員

（３）配偶者（配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の３月31日までに

ある子）の住居に転居したことに伴い、単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、

１（１）④及び⑤の要件を満たす職員

（４）新規採用者で１（１）④及び⑤の要件を満たす職員

３ 支給単位期間

【基本的な支給単位期間】

定 期 券 発行される定期券の最長通用期間（６箇月を限度）

回数券等 １箇月（定期券の発行がない場合）

※ 回数券等には、片道運賃での認定の場合を含む

※ 支給単位期間の開始、支給単位期間の特例、支給単位期間の終了、臨時的任用職員

の取扱いについては、一般の通勤手当に準じる
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４ 支給額等

（１）支給額

１箇月当たりの特別料金等の額の２分の１
区 分

20,000円以下 20,000円超

定 期 券
支給単位期間の特別料金等の額

の２分の１

回数券等
通勤回数21回分（往復42回分）の

特別料金等の額の２分の１

20,000円に支給単位期間の月数

を乗じて得た額

【支給単位期間が１箇月未満となる場合】

１箇月当たりの特別料金等の額の２分の１
区 分

20,000円以下 20,000円超

通勤回数（要勤務日数）
回数券等

通勤回数（要勤務日数の往復）分

の特別料金等の額の２分の１
20,000円×

21

※ １円未満の端数があるときは切り捨て

（２）特別料金等

① 特別料金等とはその利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運

賃等に相当する額（乗車賃相当額）を減じた額をいう

② 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済

的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法

により算出するものとする

③ ②の経路及び方法は、交替制勤務等正当な理由がある場合を除き、往路と帰路を異に

し、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない

（３）特別料金等の額の２分の１に相当する額の算出方法

定 期 券

通用期間が支給単位期間である定期券の特別料金等の価額の２分の

１に相当する額（価額の異なる定期券を発行している場合は、最も低

廉な定期券による）

回数券等

通勤回数21回分（往復42回分）の特別料金等の額２の１に相当する額

（割引となっている回数券を発行している場合は、その割引かれた回

数券による）

※ １円未満の端数があるときは切り捨て
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（４）往路と帰路を異にする場合

往路と帰路を異にすることについて承認のあった者については、その往路及び帰路のそ

れぞれの新幹線鉄道等について（１）～（３）により算出される額とする

５ 支給方法等

支給日、届け出が遅れた場合、運賃改定が行われた場合、支給できない場合の取扱いは、

一般の通勤手当に準じる

６ 返納

（１）返納事由及び返納事由が生じた日

一般の通勤手当に準じる

（２）返納額

【１箇月当たりの特別料金等の額の２分の１が20,000円以下の場合】

定期券
返納事由の生じた日の前日に定期券の特別料金等の払い戻しをしたも

のとして得られる額の２分の１ 

回数券等
「21 － 返納事由の生じた日の前日までの要勤務日数」 分の特別料

金等の回数券等の払戻しをしたものとして得られる額の２分の１ 

【１箇月当たりの特別料金等の額の２分の１が20,000円超の場合】

定期券

次のうちのいずれか低い額 
① 返納事由の生じた日の前日に定期券の特別料金等の払い戻しをし

たものとして得られる額の２分の１

※ 使用の始期が到来していない定期券がある場合は、その価額を加算

② 「20,000円 × 返納事由の生じた日以後の支給単位期間の残月

数（１箇月未満の端数は切り捨てる）」 により得られる額

※ 払戻しが日単位で受けられる定期券等のみを使用する場合は、１箇

月未満の期間における20,000円の日割りによる返納額を加算

回数券等

次のうちのいずれか低い額 
① 「21 － 返納事由の生じた日の前日までの要勤務日数」 分の特

別料金等の回数券等の払戻しをしたものとして得られる額の２分の

１

② 20,000円の日割りによる返納額
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『20,000円の日割りによる返納額』

（21－返納事由の生じた日の前日までの要勤務日数）20,000円 ×
21 

※ 再任用短時間勤務職員等については、「21」を平均１箇月当たりの通勤所要回数

とする。

７ 通勤距離・時間

（１）通勤距離

一般の通勤手当に準じる

（２）通勤時間

通勤の実情に基づくものとし、乗り換え・待ち時間を含める

８ 実情把握

新幹線については定期券で、有料道路については回数券（回数券が発行されていない場合

は領収書等）により随時確認する

９ 協議等

次の場合の認定を行う場合は、あらかじめ教育事務所に協議するものとする

１ 支給要件

（２）通勤の実情に変更が生ずることとなった職員の取扱い

③ 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合

イ これに相当する程度に通勤が困難である職員

（３）当該異動等の直前の住居

② 異動等の直前の勤務における職務の遂行上居住地に制約を受けざるを得な

い職員が、当該異動又は学校等の移転に伴い、居住地に制約を受ける直前の

住居地に転居した場合における当該転居後の住居その他これに類する住居

（４）通勤事情の改善

① 新幹線鉄道等（高速自動車国道等の有料の道路を除く。）を利用する場合

イ その利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するもの

② 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合

イ その利用により距離の短縮及び職員の通勤に係る交通事情に照らしてそ

の利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するもの


